
　
　

平
成
十
七
年
に
行
わ
れ
た
国

　
　

勢
調
査
に
よ
る
と
、
全
国
の

父
子
家
庭
数
は
約
九
万
二
千
世
帯

で
あ
る
。
母
子
家
庭
に
は
国
か
ら

の
支
援
策
も
あ
る
が
、
父
子
家
庭

に
は
あ
ま
り
と
ら
れ
て
い
な
い
。

父
親
で
も
母
親
で
も
、
ひ
と
り
親

の
大
変
さ
は
一
緒
で
あ
り
、
経
済

的
に
困
っ
て
い
る
家
庭
に
は
、
子

ど
も
の
た
め
に
何
ら
か
の
支
援
策

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本

市
の
現
状
と
支
援
策
に
つ
い
て
伺

う
。

　
　

本
市
の
ひ
と
り
親
世
帯
の
状

　
　

況
は
、
平
成
十
七
年
の
国
勢

調
査
時
で
千
百
六
十
七
世
帯
、
そ

の
う
ち
父
子
世
帯
数
は
百
二
十
九

世
帯
と
な
っ
て
い
る
。
本
市
で
は
、

つ
ち
う
ら
新
こ
ど
も
プ
ラ
ン
を
策

定
し
、
そ
の
支
援
策
と
し
て
、
子

ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、

①
き
め
細
や
か
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
展
開
、②
自
立
、
就
労
の
支
援

に
主
眼
を
置
い
た
経
済
的
支
援
、

③
相
談
体
制
の
確
立
と
、
総
合
的

な
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
ひ
と

り
親
家
庭
へ
の
支
援
と
し
て
児
童

扶
養
手
当
が
あ
る
が
、
父
子
家
庭

は
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
の
親
子
等

に
対
し
て
は
、
医
療
費
無
料
化
の

制
度
が
あ
る
。
さ
ら
に
本
市
で
は

乳
幼
児
等
の
医
療
費
助
成
を
拡
充

し
、
子
育
て
家
庭
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
と
、
子
ど
も
の
医
療
環
境

の
充
実
に
努
め
て
い
る
。
今
後
も

こ
れ
ら
の
施
策
を
継
続
し
て
ま
い

り
た
い
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

一　

三
人
乗
り
自
転
車
解
禁
に
伴

　

う
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
　

子
宮
頸
が
ん
は
Ｈ
Ｐ
Ｖ（
ヒ

　
　

ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
）

か
ら
発
症
す
る
が
、Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク

チ
ン
と
定
期
的
な
検
診
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
、
ほ
ぼ
100
％
予
防
で

き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

国
の
新
経
済
政
策
で
は
、
子
宮
頸

が
ん
は
二
十
歳
か
ら
四
十
歳
ま

で
、
乳
が
ん
は
四
十
歳
か
ら
六
十

歳
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
五
歳
刻
み
の

対
象
者
の
検
診
の
無
料
化
、
検
診

手
帳
の
配
布
な
ど
が
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
が
、
本
市
の
が
ん
検
診
の

取
り
組
み
状
況
を
伺
う
。

　
　

本
市
に
お
い
て
は
、
健
康
増

　
　

進
法
に
基
づ
き
、
子
宮
が
ん

検
診
と
乳
が
ん
検
診
を
二
十
歳
以

上
の
方
を
対
象
に
、
集
団
検
診
及

び
医
療
機
関
検
診
の
方
法
に
よ
り

実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
市
の
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

に
つ
い
て
は
自
己
負
担
が
な
く
、

無
料
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
ほ
か
、
三
十
二
歳
の
節

目
の
方
に
は
、
子
宮
が
ん
検
診
の

無
料
受
診
券
を
個
人
に
郵
送
し
、

受
診
を
勧
め
て
い
る
。
ま
た
、
検

診
の
案
内
に
つ
い
て
は
、
各
世
帯

に
配
布
し
て
い
る
「
み
ん
な
の
健

康
づ
く
り
便
利
帳
」
の
ほ
か
、
広

報
紙
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
周
知

し
て
い
る
。
国
の
新
経
済
政
策
に

つ
い
て
は
、
新
た
な
受
診
勧
奨
策

と
し
て
活
用
し
、
今
後
の
が
ん
対

策
と
し
て
「
健
康
つ
ち
う
ら
21
」

の
中
で
目
標
数
値
を
定
め
、
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

一　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染

　

拡
大
防
止
対
策
と
第
二
波
へ
の

　

備
え
に
つ
い
て

三　

高
齢
者
施
設
等
の
社
会
福
祉

　

施
設
の
防
火
体
制
設
備
に
つ
い

　

て

父
子
家
庭
へ
の
支
援
に
つ

い
て

海老原一郎議員

女
性
の
健
康
支
援
、
が
ん

対
策
に
つ
い
て

吉田千鶴子議員

 
平
成
二
十
一
年
第
二
回
臨
時
会

　

今
臨
時
会
は
、
五
月
二
十
五
日

に
開
催
し
、
二
件
の
専
決
処
分
の

承
認
、
二
件
の
専
決
処
分
の
報
告
、

議
案
一
件
を
可
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

員
の
夏
季
ボ
ー
ナ
ス
を
引
き
下
げ

る
人
事
院
勧
告
に
よ
り
、
本
市
に

お
い
て
も
国
家
公
務
員
の
給
与
改

定
案
に
準
拠
し
、
職
員
の
期
末
及

び
勤
勉
手
当
の
ほ
か
、
市
長
、
副

市
長
、
教
育
長
の
常
勤
特
別
職
並

び
に
市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の

引
き
下
げ
を
実
施
す
る
た
め
、
関

係
条
例
三
件
を
改
正
す
る
も
の
で

あ
り
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

■ 

報
告
第
二
号　

専
決
処
分
の
承

　

 

認
に
つ
い
て
（
土
浦
市
税
条
例

　

 

等
の
一
部
改
正
）

■ 

報
告
第
三
号　

専
決
処
分
の
承

　

 

認
に
つ
い
て
（
土
浦
市
国
民
健

　

 

康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
）

■ 

報
告
第
四
号　

専
決
処
分
の
報

　

 

告
に
つ
い
て
（
和
解
に
つ
い
て
）

■ 

報
告
第
五
号　

専
決
処
分
の
報

　

 

告
に
つ
い
て
（
和
解
に
つ
い
て
）

■ 

議
案
第
四
十
三
号　

土
浦
市
職

　

 

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

　

 

一
部
改
正
に
つ
い
て

父
子
家
庭
へ
の
支
援
に
つ
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覧可能となる予定です。
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●
●
●
●
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●
●
●
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四中地区公民館
上大津地区公民館
六中地区公民館
新治地区公民館

図 書 館
南 支 所
上大津支所
都和支所
中央出張所

●
●
●
●
●

質
問

保
健
福

祉
部
長

質
問

保
健
福

祉
部
長
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